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２Ｆ０５

携帯電話におけるガラパゴス現象の顕在化過程に関する分析

○篠原聡兵衛（東大／ 総研）

１ 目的

本稿の目的は、携帯電話におけるガラパゴス現象が顕在化した過程を、日米欧の３極を対象に分析

することである。

２ 前提等

携帯電話のガラパゴス現象を分析するうえで認識すべきは、以下 ～ のとおりである。

携帯電話の技術方式が４つの世代に分かれていること、

具体的には、第１世代携帯電話（ 以下、「 」ともいう ）から第 世代携帯電

話である。

第１世代携帯電話は、多くの場合、各国で独自の技術規格であった。よって、その端末は、他の

国で使うことができなかった。

日本の第 世代携帯電話を例に踏み込んで説明すると、 （現在の ドコモ）が独自規格（い

わゆる大容量方式）を協力メーカー（いわゆる ファミリー（今日にあてこめれば、いわゆるド

コモファミリーといえよう））等とともに開発した。この際、 は、いわゆる開発協力金をメーカ

ーに支払い、開発後の携帯端末を買い取る仕組みといわれる。

新規参入事業者であるセルラーグループ（現在の ）が、 とは異なる技術方式を導入した。

国内的には、当然に 方式の端末との互換性はなく、また、国際的にも、いわゆる北米方式とい

われた名前のイメージとは異なり、細かな技術方式の違いにより北米等でも使えない日本だけで使

える端末であった。

ここで特筆すべきは、既存の携帯事業者である の突出する力である。具体的には、技術力、

資金力で、新規参入の携帯事業者を圧倒したことは想像に難くないであろう。

電気通信は、殆どの国で国家独占から始まっており、そこに競争が導入されてきた経緯がある。

前述した我が国のように、結果、各国における携帯電話の端末は、当該国における既存の携帯事業

者が、その技術規格を事実上支配したものであり、他国では使えない端末であった。

３ 分析

本研究の調査方法は、日米欧 極での比較法による。この際、主に第 世代携帯電話について論じ

ることとする。

欧州（ ）

第 世代携帯電話に関する分析でまず特筆すべきは欧州である。

欧州では、政策が、欧州全体で の技術規格とすることを要請した。これは欧州域内全てで 台

の携帯端末を持ち運び ローミング 可能とするためである。

欧州各国には、日本における （＝ ドコモ）同様、例えばドイツにおけるドイツテレコム

のように、技術力、資金力で突出する既存の携帯事業者が存在する。携帯事業者間の競争という視

点から、仮に、特定の携帯事業者 が事実上支配する技術規格を別の携帯事業者 が採用した場合、

が に技術面（多様なサービスを実現する携帯端末を含む）で支配されかねない。国境を越えた

携帯事業者の相互参入も踏まえ、欧州における第 世代携帯電話は、その技術規格を突出して支配
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点から、仮に、特定の携帯事業者 が事実上支配する技術規格を別の携帯事業者 が採用した場合、
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する特定の携帯事業者がない技術規格（ 、アナ

ログ方式）に収れんしたと考えられる。

米国

次に米国である。政策は、技術中立性を明示し、携帯電話の技術規格に関与しなかった。第 世

代携帯電話が導入される頃、米国には 年の 分離分割で生まれた複数のベル系携帯事業者

（＝技術力で突出した特定 の携帯事業者が存在しない）を含む主要な携帯事業者 社程度全て

が欧州の技術規格（ ）を採用した。この背景には、欧州と米国を 台の携帯端末で持ち運びが

でき、利便性を高められるということと、 を採用しても米国の携帯事業者が欧州の特定の携帯

事業者に技術面で支配されないという障壁の低さも背景にあったと考えられる。

日本

我が国では、複数が併存した第 世代携帯電話の技術規格問題から生じた日米政府間合意

年 の結果、政策が、第 世代携帯電話に関する単一の技術規格（デジタル）を要請した。結果、

世界をリードするデジタル方式携帯電話となる一方、技術力で突出する ドコモが事実上支配す

る技術規格となった。同社が開発し 年にサービス開始した も同社の競争力を増大させ

た。携帯事業者間の競争の視点から、他国の携帯事業者は同技術規格を採用し難いため、他国では

採用されない我が国独自規格となり、ガラパゴス現象が顕在化した。

４ 結論

年代半ば以降に各国で導入された第 世代携帯電話を例に分析した結果、①日本では、日米政

府間合意 年 により、政策が、第 世代携帯電話に関する単一の技術規格（デジタル）を要請し

たため、技術力で突出する特定の携帯事業者（＝ ドコモ）が支配する技術規格となった、②欧州

（ ）では、１台の携帯電話を欧州各国で利用（ローミング）可能とするため、政策が、欧州全体で

単一の技術規格とすることを要請した結果、技術規格を突出して支配する特定の携帯事業者がない技

術規格に収れんした、③技術中立性を明示した政策が携帯電話の技術規格に関与しなかった米国では、

携帯事業者が任意で欧州ともローミングできる欧州規格（②）を採用した、④こうした経緯から、日

本における携帯電話の技術規格（①）が孤立するガラパゴス現象が顕在化した、ということがわかっ

た。

通信事業者の敬称は略。

本稿で示す見解は著者個人の意見であり、必ずしも所属組織の見解ではない。
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